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Ⅰ 対象地域 

  本地域医療再生計画は、千葉県全域を対象地域とする。 

 千葉県は、首都圏の東側に位置し、太平洋に突き出た半島になっている。面積は

約 5,156 平方キロメートルで全国２８位（東京都と神奈川県を合わせた広さよりも

大きい）、人口は約６２０万人と全国で６番目に多い（平成２２年国勢調査速報値）。 

 本県では、二次保健医療圏として、千葉、東葛南部、東葛北部、印旛、香取海匝、

山武長生夷隅、安房、君津、市原の９保健医療圏を設定している。 

本県においては、先に、特に医療提供体制が脆弱な香取海匝及び山武長生夷隅保

健医療圏において地域医療再生計画を策定し、救急医療の確保や地域の医師確保な

ど、地域における医療課題の解決を図っているところであるが、医療資源の不足や

医療提供体制の脆弱さは、他の保健医療圏をも含む課題となっている。このため、

早急に県全域における医療提供体制の充実・強化を図る必要があり、三次保健医療

圏である千葉県全域を対象地域としたところである。 

 

（千葉県における二次保健医療圏） 
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Ⅱ 計画期間 

本地域医療再生計画は、その財源となる地域医療再生臨時特例交付金の交付決定

の日から平成２５年度末までの期間を対象として定めるものとする。 

 

 

Ⅲ 現状の分析・課題 

～千葉県高齢者２００万人時代に備えて～ 
千葉県では、昭和４０年から５０年にかけての１０年間で、人口が１４０万人も

急増した。 

これらの大半は、日本の高度成長を担う労働力として、地方から首都圏へ流入し

た人々であり、世代としては団塊の世代に当たる。そのため、現在の本県の人口構

造は、団塊の世代が突出した人口構造となっている。 

この団塊の世代がこれから高齢期を迎えることにより、平成１７年から２７年の

１０年間で６５歳以上の高齢者人口増加率が５０％、平成５７年には高齢者人口が

２００万人に達する見込みであり、千葉県の高齢化の進展は全国でも突出している。 

また、数百万人単位の人口集団が、これだけ急速に高齢化することは世界でも例

がなく、千葉県はこれまで人類が経験したことのない事態に直面していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 17 年は総務省統計局「国勢調査結果」をもとに作成（10 月 1 日）。平成 27 年は国立社会保障・人口問題

研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 19 年 5月推計）」による推計値 

高齢者人口増加率の比較（平成１７年⇒平成２７年）

50.6%

45.6%

27.3%
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１ 医療人材の不足 

千葉県は、人口あたりの医師数・看護職数が全国の中でも相対的に少ない。また、

人口当たりの医師養成数、看護職養成数も少ない。特に医学生については千葉県人

口６２０万人に対して千葉大学医学部（１２０名定員）のみであり、全国で人口  

１０万人対の医学生数は全国で最も少ない状況である。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※厚生労働省 H21 地域保健医療基礎統計、厚生労働省 H21 看護師等学校入学状況及び卒業生就業状況調査、総

務省統計局平成 20 年 10 月 1日現在推計人口、文部科学省 H21 都道府県別医学部入学定員より算出 

 

これまで本県は、医療をあまり必要としないとされる若い世代が多い県であった

こともあり、現場の医療者の献身的な努力により、全国に比べて少ない医師数、看

護師数、病床数で県の医療を支えてきた。 

しかし、今後の急速な高齢化に伴って増大する医療需要に対し、単なる現場での

努力や現状の医療人材提供体制では、対応が困難であることが予想される。 

 

全国=100とした場合の千葉県の医療資源（人口10万人対数）
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千葉県の高齢化率と高齢者人口の推移（平成１７年⇒平成６７年）
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２ 在宅医療資源の不足 

千葉県は、人口あたりの在宅医療資源が全国の中でも相対的に少ない。特に、人

口あたり在宅支援診療所数、訪問看護ステーション数が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 H20 医療施設調査、厚生労働省 H20 介護サービス施設・事業所調査、総務省統計局平成 20 年 10

月 1日現在推計人口より算出 

 

財団法人 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団が、平成２０年に全国に居住す

る２０～８９歳の男女１，０１０名を対象に、「ホスピス・緩和ケアに関する意識

調査」についてのアンケート調査を実施した。 

その結果、「自宅で最後を過ごしたいと思う」方が全体の８０．１％となった。 

しかしながら６１．５％の方は「自宅ですごしたいが、実現は難しいと思う」と

回答しており、さまざまな理由により在宅での療養が困難であると考えている現状

があり、千葉県の自宅での死亡率は１４％にとどまっている。 

また、千葉県が平成１９年度にがん体験者・家族を含む県民、医療福祉関係者等

を対象に実施した「がんに関するアンケート調査」によると、終末期に自宅で過ご

すことを希望した人の割合は４８．３％もあったが、本県でのがん死亡のうち在宅

で亡くなっている方は８．８％にすぎない。 

近年の在宅医療にかかる医療技術の進歩により、従来は、在宅での医療が困難で

あった症例を在宅でケアすることが技術的に可能となりつつあるが、「千葉県保健

医療計画」によると「患者数を増やすことが可能」とした在宅療養支援診療所は  

４２．２％あり、在宅療養支援診療所の機能が十分に活用されているとはいえない。 

千葉県では、今後、医療を必要とする高齢者の大幅な増加が見込まれる中、病院

を退院した患者が地域で必要な医療を受けられるよう、在宅医療のさらなる充実が

急務となっている。 

 

全国=100とした場合の千葉県の在宅医療資源（人口10万人対）
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３ 救急医療需要の急増 

急速な高齢化に伴い、脳卒中、急性心筋梗塞及び転倒等による外傷など救急医療

の需要が増加しつつあり、この傾向は今後も一層強まることが予想される。 

千葉県においては、救急搬送時間が年々増加しており、全国と比べても搬送時間

が長い。 

また、管外搬送率の割合が上昇傾向にあるうえ、医療機関交渉回数別搬送件数に

ついても、５回以上の交渉回数が２．８％発生しているが、高齢化による救急医療

の需要の増加が、これらに影響を及ぼすことが懸念される。 

そのため、高齢者をはじめ全ての県民が、今までと同様、あるいはそれ以上の医

療を受けられるよう、医療提供体制の充実及び機能強化を図る必要がある。 

東日本大震災においては、千葉県も津波や液状化で大きな被害があったところで

ある。救急医療を担う医療機関の多くは災害医療をも担うものであることから、こ

の整備・拡充により、迅速かつ的確に災害医療を供給できる体制整備にも資するも

のとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県の管外救急搬送率
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千葉県の救急隊覚知から医療機関収容までの総時間平均
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千葉県の救急搬送における医療機関交渉回数別の割合（％）
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４ 高齢化に伴い増加する疾病や医療需要 

千葉県では、高齢化の進展に伴い、認知症患者が大幅に増加すると見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳卒中患者等を急性期病院から受け入れるリハビリテーションなどの医療需要

が増加すると見込まれるが、千葉県では回復期リハビリテーション病床数が全国的

にも少ないため、この対応も急がれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、昭和５７年以降、千葉県における死因の第１位であるがんは、今後の高齢

者人口の増加、ライフスタイルの変化等により、罹患率が高くなることが予想され

る。 

 

 

 

 

千葉県の要介護高齢者における認知症高齢者の将来推計
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回復期リハビリテーション病床数（人口10万対）の比較
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５ 超高齢社会の到来 

千葉県では、平成３１年までに高齢者数が３６万人増加することが見込まれてい

る。高齢者の増加は医療・介護需要を増加させ、必要な社会資源の量と質に大き

な変化をもたらす。   

千葉県は全国有数の若い県であった事によって、これまで医療・介護需要が少

なかったので、これらのサービス提供者も施設も極端に少ない。すなわち、医療・

介護の需給バランスが、全国で最も需要超過に陥ることが予測される。 

近年、介護予防・高齢者健康増進等に注目した高齢者医学が重視されているが、

地域社会における高齢者の健康と暮らしを面と総量の視点から研究し、医療・介

護を軸に社会のあり方を探り、対策を講じる必要がある。 

また、終末期医療のあり方についても、一般国民と医療関係者では情報の格差が

見られることから、「患者や家族に対し看取りに関する希望を聞くとともに、延命

治療、臓器移植等に関する意思確認を行うなど、終末期医療に関する啓発的事業

の実施について検討」（千葉県保健医療計画）を行っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※終末期医療のあり方に関する懇談会報告書（H22 年 12 月）より 

 

「自宅で最期まで療養できると考えるか」という問いに対し
「実現可能である」と回答した者の割合
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Ⅳ 目標 

千葉県高齢者２００万人時代に備えて 

 

 

 

 

 

 

 

 

この状況に対応するため、千葉県では 

 

 

 

 

 

 

 

 

の実現を大目標とし、下記の５本の柱をテーマに具体的な目標を設定し、施策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県では、高度成長期の昭和４０年から５０年にかけて地方から大量に流入し

た団塊の世代が、今後、高齢期を迎えることにより、医療需要が急増することが見

込まれている。 

また、千葉県の高齢者人口は、平成５７年には２００万人に達する見込みであり、

これまで人類が経験したことのない高齢社会（千葉県高齢者２００万人時代）が到

来する。 

高齢者をはじめとして、 

「すべての県民が、今まで以上の医療を受けられるような社会」 

県民自身が望む場所で、県民自身で医療や介護サービスを選択することを可能と

する、 

「すべての県民が健康に老い、充実した人生を送って天寿を全うできる社会」 

１ 医療人材（医師、看護職）の確保・育成 

２ 在宅医療の充実 

３ 救急医療の整備促進 

４ 高齢化に伴い増加する疾病や医療需要への対策強化 

５  高齢社会に向けた健康教育 
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１ 医療人材（医師、看護職）の確保・育成 

（１） 総合医・在宅ケア研修強化事業（プライマリ・ケアセンター設置事業） 

○後期臨床研修機関等の研修体制の整備により、将来、地域医療に従事する家庭

医を養成する。 

・家庭医の専門課程等の研修を行う後期臨床研修医１４人→２０人 

 

（２） 医師修学資金貸付事業 

○地域医療に従事する医師の確保を図る。 

・地域医療に従事することを希望する医学部生の確保１７人→４１人 

 

（３） 県内新設看護職養成施設等への支援 

○看護師養成力を拡充し、現状の人口１０万人当たりの看護師養成数を改善する。 

・看護師養成数２００人以上増加 

・人口１０万人当たりの看護師養成数全国順位４５位からの改善 

○看護師の教育環境を改善する。 

○専任教員の増員を促進することにより、看護師養成力の拡充を図る。 

・専任教員６０人確保 

○救急・感染管理等の認定看護師の養成により高度医療体制の強化を図る。 

・認定看護師１８０人増加（現状２８４人→４６４人） 

○看護職員の離職者の減少を図る。 

・離職率の０.９ポイント引下げ（現状１３.７％→１２.８％） 

 

（４） 看護職の国際化研究モデル事業 

○急速な高齢化に向け長期的な需給を見通すため、２０２５年までの看護職員需

要数を算出する。 

○外国人看護師が現場で従事する環境を調査把握する。 

○将来的な外国人看護師受け入れ数の増加を図るための、外国人看護師教育プロ

グラムを開発する。 

 

２ 在宅医療の充実 

（１） 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）の運営整備 

○在宅医療を担う「かかりつけ医」の養成を図る。 

・規定カリキュラム受講者０人→３０人 

○千葉県糖尿病療養指導士制度の設立と養成図る。 

・規定カリキュラム受講者０人→５０人 
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（２） 在宅歯科医療の推進 

○在宅歯科保健医療関係者の資質向上のため、研修受講者数を増加させる。 

○在宅歯科医療連携室のネットワークの充実を図る。 

 

（３） 在宅医療薬剤師の養成 

○在宅医療を担う薬剤師の養成を図る。 

・規定カリキュラム受講者０人→２００人 

○在宅医療に関して２４時間対応可能な薬局を整備する。 

・０→５ヶ所 

 

（４） 訪問看護実践センターの整備 

○訪問看護サービスの安定供給体制基盤を整備する。 

・訪問看護サービス利用者数９，２００人→１０，０２８人 

・訪問看護師数６９８人→７５８人 

・１施設当たり平均看護師数３．５人→３．８人 

・２４時間支援可能訪問看護ステーション数２施設→３施設 

 

３ 救急医療の整備促進 

（１） 救命救急センターの整備 

○既存の救命救急センターの施設設備整備により受入体制を強化する。 

・年間受入救急車搬送人員の増４０,６１４人（Ｈ２１年）→４３,０００人 

○救命救急センター未整備医療圏を解消し、既存の救命救急センターの負担軽減

を図る。 

・救命救急センター未整備医療圏２か所→０か所（救命救急センター ９→１１） 

・各救命救急センター所管人口減（１病院当たり６８万人→５６万人） 

○ドクターヘリとドクターカーの相互補完により、医師が現場に急行する救急医

療体制を２４時間確保する。 

・ドクターカー出動件数増 ２３件→ ３００件 

・ドクターヘリ出動件数増 １，１３３件→１，２００件 

○迅速なトリアージにより、傷病程度に応じた適切な医療機関への搬送体制を確

立する。 

・重症患者の救命救急センター搬送割合向上９０.３％（Ｈ２１年）→９３.４% 
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（２） 精神疾患と身体疾患併発患者対応事業 

○精神病床のない病院の看護職員に対する研修を実施し、身体合併症患者の受入

れを促進する。 

・平成２５年度までに研修年４回（１４４人受講）実施 

 

４ 高齢化に伴い増加する疾病や医療需要への対策強化 

（１） 認知症対策 

○関係者が共有できる認知症連携パスを作成する。 

・パスを利用する医療機関０→７７ヶ所 

・パスを利用する介護事業所０→２０１ヶ所 

○多職種チームケアの実現に向けた研修体系を構築する。 

・研修体系の構築０→４職種 

・多職種協働プログラム研修受講者数０→２００名 

・認知症コーディネーター養成研修受講者数０→５０名 

○その地域の人的、施設的な資源を活用した支援体制の構築 

・モデル地区となる市町村数９市町村 

○認知症による周辺症状と生活環境のアセスメントの実施により、介護サービス

事業所を活用した在宅復帰モデルの検討 

・モデル地区内において、アセスメント実施者数０→１００人 

 

（２） リハビリテーション対策 

○回復期リハビリテーション病棟を整備する。 

・全県約１,７００床→約２,２００床 

 

（３） がん対策 

○緩和ケア病棟を整備する。 

・県内６保健医療圏７病院→９保健医療圏１０病院 

○分子遺伝子診断技術等の臨床研究の推進を図る。 

○がん対応医療機関の機能の充実を図る。 

 

（４） 結核対策 

○入院勧告患者に対し、結核病床にて入院医療を提供することにより、確実な治

療を行い結核のまん延を防止する。 

・保健医療計画上の必要結核病床数１１４床を稼働病床として確保 
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５  高齢社会に向けた健康教育 

（１） 老年医学研究 

○高齢化問題の定量化を図る。 

○行政担当者へ高齢社会に向けた各種対策提案を行う。 

 

（２） 終末期医療のあり方に関する調査研究 

○終末期医療における県民の希望をかなえる。 

・「サクセスフルエイジング講演会（仮称）」の全保健医療圏（９ヶ所）での開催 

・「終末期の希望調査票（仮称）」の作成と県内全医療機関への配置 
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Ⅴ 具体的な施策 

 

１ 医療人材（医師、看護職）の確保・育成 

（１） 総合医・在宅ケア研修強化事業（プライマリ・ケアセンター設置事業） 

総事業費 28,939 千円（基金負担分 15,310 千円、事業者負担分 13,629 千円） 

 

〔目的〕 

千葉県では毎年約３００名の医師が、県内の医療機関で後期臨床研修（卒後３年

～５年目の臨床研修）を開始している。その多くが個別診療科別に高度に専門化・

細分化した研修である反面、人口の高齢化に伴い、内科全般を総合的に診断・治療

できる医師や、幅広い診療科にまたがる診療能力が要求される在宅医療に対応でき

る医師への需要が高まっている。 

県内でも数か所の医療機関が、こうした総合医・在宅ケア研修に取り組んでいる

ものの、今後の需要に見合う養成数には至っていない。 

そこで、総合医・在宅ケア研修に関する後期臨床研修プログラムを有する医療機

関を中心に、総合医などの育成に取り組む医療機関に対し研修に要する経費の支援

を行う。 

 

〔事業内容〕 

 ① 総合医・在宅ケア研修強化事業（プライマリ・ケアセンター設置事業） 

○平成２４年度事業開始 

・研修指導医等の確保 

・研修内容充実への支援 

    

（２） 医師修学資金貸付事業 

総事業費 587,053 千円（基金負担分 587,053 千円） 

 ※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合

は、県負担により事業を実施する。 

〔目的〕 

千葉県では人口あたりの医師養成数が少ないことを踏まえ、県内外の大学医学部

における養成数を増やし、将来、千葉県内で地域医療に従事する医師の確保を図る。 
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〔事業内容〕 

① 医師修学資金貸付事業 

○平成２３年度事業開始 

医学部定員増の計画（地域枠）等に伴い、平成２３年度から県内外の大学医学

部に入学する学生を対象とし、医師免許取得後９年間、県内病院で勤務すること

を返還免除の要件とする修学資金を計画期間中貸与する。 

 

（３） 県内新設看護職養成施設等への支援 

総事業費 5,048,415 千円 

（基金負担分 2,777,950 千円、事業者負担分 2,270,465 千円） 

※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場

合は、県負担により事業を実施する。 

〔目的〕 

千葉県では人口あたりの看護職養成数が少ないこと、および、看護職養成機関へ

の応募者が多いことを踏まえ、看護職養成数を拡大することを目指す。 

また、看護職に求められる技能の高度化に対応し、救急看護・小児救急・感染管

理等の認定看護師の育成を推進すると共に、看護師、助産師の定着を図るため、勤

務環境の改善や助産師としての資質を活かした職場環境の整備を目指す。 

〔各種事業〕 

① 看護師学校の新設・定員増に伴う施設・設備整備事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 4,359,000 千円 

（基金負担分 2,452,854 千円、事業者負担分 1,906,146 千円） 

・新設校（看護系大学を含む）５校、定員増校２校 

・新たに養成する１学年定員５００人予定 

・看護学科の新設・定員増に伴う施設整備に対する支援(１/２補助) 

・看護学科の新設・定員増に伴う初度設備整備に対する支援（定額) 

② 看護師学校の耐震化・老朽化更新のための施設整備事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 389,884 千円 

（基金負担分 194,942 千円、事業者負担分 194,942 千円） 

  

・看護師３年課程１校、准看護師課程１校の施設耐震化に対する支援 
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③ 看護教員養成支援事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 89,310 千円（基金負担分 44,655 千円、事業者負担分 44,655 千円） 

・看護教員養成講習会へ看護師を参加させるための代替職員の雇用に係る経費及

び看護教員養成教育に係る経費（受講費、教材費、交通費等）の助成 

 ・看護教員養成講習会事業の開催に係る経費 

 

④ 認定看護師養成支援事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 92,552 千円（基金負担分 46,276 千円、事業者負担分 46,276 千円） 

・認定看護師教育機関へ看護師を派遣するための、代替職員の雇用に係る経費の

助成 

・認定看護教育に係る経費（受講料、教材費、交通費等）の助成 

・認定看護師を新規に配置した場合の認定看護師の専門性を評価した給与等の経

費の助成 

 

⑤ 看護師・助産師の定着促進事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 117,669 千円（基金負担分 39,223 千円、事業者負担分 78,446 千円） 

看護師・助産師の勤務環境を整備し、看護師・助産師の定着を図るため、看護

師宿舎施設整備事業、院内保育所施設整備事業、院内助産所、助産師外来整備事

業、看護師勤務環境改善施設整備事業を行う。 

 

（４） 医師・看護職の調査研究モデル事業 

総事業費 24,990 千円（基金負担分 24,990 千円） 

※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合

は、県負担により事業を実施する。 

〔目的〕 

今後の急速な高齢化による看護職需要増を踏まえれば、中長期的には看護職が国

際化する可能性が高い。（現行制度においても、外国人看護師が日本の看護師国家

試験に合格した場合に、国内で看護業務に従事することは認められている。） 

こうした看護人材の国際化が最初に起こると予想されるのは、高齢者数が多く、

かつ高齢化速度が最も早い千葉県を含む首都圏近郊であることから、県として、看

護職の長期需要調査を行い、看護職の将来的な国際化を踏まえた検討準備を行う。
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併せて医師不足の現状を踏まえ、医師の長期需要調査も行う。 

 

〔各種事業〕 

① 千葉県医師・看護職員長期需要調査事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 10,000 千円（基金負担分 10,000 千円） 

千葉県の医師・看護職の需要予測について、人口学的な観点からより長期の需

要について検討を行う。 

 

② 外国人看護師導入に係る調査研究事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 12,490 千円（基金負担分 12,490 千円） 

 外国人看護師看護資格取得までのサポートや、県内病院に就業するためのマッ

チングの仕組み等の育成・定着支援対策を研究する。 

 

③ 外国人看護師育成のための教育プログラム研究事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 2,500 千円（基金負担分 2,500 千円） 

海外の看護職養成機関の教育連携により、海外の看護職養成機関における卒後

の日本での就職を踏まえたカリキュラムの研究・検討。 
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２ 在宅医療の充実 

 

（１） 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）の運営整備 

総事業費 120,000 千円（基金負担分 120,000 千円） 

※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合

は、県負担により事業を実施する。 

 〔目的〕 

急増する高齢者の医療・介護需要は、既存の医療・介護施設の今後のさらなる拡

充を見込んだとしても、なお施設でのケアでは対応できないことが予想される。 

本県が実施している県民世論調査では、医療・介護ケアを受ける場として、施設

よりも自宅を望んでいる人が８０％にのぼっている。 

近年の在宅医療にかかる医療技術の進歩により、従来は在宅での医療が困難であ

った症例を在宅でケアすることが技術的に可能になりつつある。 

診療報酬など医療制度上の在宅医療の評価により、在宅医療を促進するための環

境が整いつつある。 

こうした背景を踏まえて、在宅医療の充実を図るために以下の事業に取り組む。 

 

〔各種事業〕 

① 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）運営事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 38,000 千円（基金負担分 38,000 千円） 

 千葉県医師会館内に整備する千葉県地域医療総合支援センター（仮称）におい

て、下記事業を運営する。 

ア 在宅医療・地域医療推進事業 

・県内の医療関係者を対象とした在宅医療研修、在宅医療モデルルームの運営 

・在宅医療研修マニュアルの作成 

・県内の医療関係者を対象とした在宅医療事業相談 

・県民を対象とした在宅医療情報提供 

イ 生活習慣病対策事業 

・県民を対象とした生活習慣病に関する啓発活動の実施 

・千葉県独自の糖尿病療養指導士制度の創設 

・千葉県糖尿病療養指導士育成のためのテキスト作成 

・千葉県糖尿病療養指導士の認定業務 
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② 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）整備事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 82,000 千円（基金負担分 82,000 千円） 

全県的な在宅医療提供体制の普及を図るため、千葉県医師会新会館内に「千葉

県地域医療総合支援センター（仮称）」を整備する。 

 

（２） 在宅歯科医療の推進 

総事業費 43,500 千円 

（基金負担分 7,000 千円、県負担分 9,500 千円、事業者負担分 9,500 千円、国庫

補助負担分 17,500 千円） 

 

〔目的〕 

障害を有する者、介護を必要とする者等が在宅で安心して歯科相談や治療を受け

られる環境を整備し、連携体制を構築することにより在宅歯科医療を推進する。 

 

〔各種事業〕 

① 在宅歯科診療設備整備事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 28,500 千円 

（県負担分 9,500 千円、事業者負担分 9,500 千円、国庫補助負担分 9,500 千円） 

在宅歯科医療機器の設備整備に対し助成を行う。 

② 在宅歯科医療連携室整備事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 8,000 千円（国庫補助負担分 8,000 千円） 

在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科医療希望者等を対象とした相談窓口等

に対し支援を行う。 

③ 在宅歯科保健医療推進研修会 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 2,000 千円（基金負担分 2,000 千円） 

在宅歯科医療を推進する歯科医師、歯科衛生士等や支援していく医師、看護師、

言語聴覚士等に対して行う研修に支援を行う。 

④ 在宅歯科医療連携室ネットワーク整備事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 5,000 千円（基金負担分 5,000 千円） 
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在宅歯科医療連携室のネットワークの充実を図るため、情報機器関連の整備に

対し助成を行う。 

 

（３） 在宅医療薬剤師の養成 

総事業費 40,000 千円（基金負担分 40,000 千円） 

 

〔目的〕 

千葉県薬剤師会の協力のもと、在宅医療を担う薬剤師等を支援するため、下記の

事業を実施する。 

 

〔各種事業〕 

① 在宅医療薬剤師養成事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 20,000 千円（基金負担分 20,000 千円） 

在宅薬剤管理指導を中心とした在宅医療に関する必要な技術や知識を修得す

るためカリキュラムを作成する。さらに、本カリキュラムに基づき実習を含めた

研修会等を開催し、在宅医療を担う薬剤師を養成するとともに、その後も継続的

な研修を実施する。 

 

② 薬局在宅医療体制整備事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 20,000 千円（基金負担分 20,000 千円） 

在宅医療のための調剤等及び特定保険医療材料の供給に２４時間対応できる

体制を医療圏ごとに整備するとともに、患者の病態に即した在宅訪問業務の応需

可能な薬局の医療福祉関係者への紹介や在宅医療を担う薬局や薬剤師を支援す

る（仮称）在宅医療薬剤師支援センターを整備する。また、在宅等で残薬や併用

薬の管理指導を行う体制を整備する。 

 

（４） 訪問看護実践センターの整備 

総事業費 193,846 千円（基金負担分 193,846 千円） 

 

〔目的〕 

千葉県の訪問看護ステーションは、１事業所当たりの従事者数が全国４３番目で、

従事者一人当たりの利用者及び訪問回数は全国平均を上回る小規模な訪問看護ス

テーションが多い。 
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県内都市部における急速な高齢化や、在院日数の短縮等に伴い、医療ニーズの高

い在宅療養者の増加が見込まれるなか、訪問看護ステーション数は横ばいで、２４

時間支援はもとよりサービスの安定的な供給維持が困難な状態にある。 

そこで、在宅医療の中核を担う訪問看護サービスの安定的な供給を維持するため、

千葉県保健医療大学及び千葉県看護協会等との協力のもと、県看護協会内に拠点と

なる「訪問看護実践センター」（仮称）を設置し、下記事業を実施する。 

 

〔事業内容〕 

① 訪問看護実践センター整備事業 

○平成２４年度事業開始 

ア 訪問看護師人材育成 

・ 新卒看護師及び潜在看護師等を対象に訪問看護技術の習熟を図り、即戦

力となる看護師を養成する。 

・ 訪問看護サービス導入の効率化を図るため、訪問看護技術に加え、IT シ

ステムの習熟を図る。 

・多職種連携の視点を育成プログラムに導入する。 

イ 小規模訪問看護ステーション支援 

・ 訪問看護ステーション運営上の相談に対応できる拠点を設け、休日夜間対応

のためのコールセンターシステムの導入の検討やサテライト設置支援等の小

規模支援につながる取組みを行う。 

・ 訪問看護サービス導入の効率化に向けた請求事務、記録等の IT 化を推進す

る。 

・ 今後、認知症、脳血管疾患、がん、糖尿病等をはじめ在宅医療の分野も多岐

に渡る中、中核訪問看護ステーションの育成を図る。 

ウ 訪問看護に関する調査研究・啓発 

長期の在宅療養、緩和ケア、在宅での看取り支援実現に向け、 

・ 既存の訪問看護ステーションの一部業務のグループ化等の調査研究を

行うために、訪問看護実践センター企画評価検討委員会を設置する。 

・ 訪問看護の適正利用に向け、一般住民、関係者への啓発活動 

等を行う。 
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３ 救急医療の整備促進 

（１） 救命救急センターの整備 

総事業額 996,247 千円 

（基金負担額 996,247 千円） 

※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合

は、県負担により事業を実施する。 

 

〔目的〕 

心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤な救急患者、あるいは精神疾患の合併症を

起こしている救急患者に対し、迅速かつ高度な医療を提供するため、下記事業を通

じて、県民の救命率の向上を目指す。 

 

〔各種事業〕 

① 救命救急センター等整備事業≪既存分≫ 

○平成２４年度から整備開始 

事業総額 695,294 千円（基金負担分 695,294 千円） 

心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命医療を２４時間体制で受

け入れる県内の救命救急センターについて、今後の高齢化の一層の進展に伴う、

救急患者の増加に対応するため、既存の救命救急センターの更なる機能強化を図

るための整備を行う。 

 

② 救命救急センター等整備事業≪新規分≫ 

○平成２４年度から整備開始 

事業総額 50,000 千円（基金負担分 50,000 千円） 

救命救急センターのない保健医療圏、及び人口が集中する保健医療圏について、

高度な医療が受けられる環境を整備するため、新たに救命救急センターを目指す

病院の施設整備に対する支援を行う。 

 

③ ドクターカー事業 

○平成２４年度から整備開始 

事業総額 37,424 千円（基金負担分 37,424 千円） 

悪天候や夜間等、ドクターヘリが運航出来ない時間帯においても、医師等が現

場に急行して速やかに治療を開始し、救急患者を迅速に受入病院に搬送できる体

制を確保するため、ドクターカー事業の強化を図る。 
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④ 三次救急医療を支える初期・二次救急医療に対する支援事業 

○平成２４年度から整備開始 

事業総額 203,041 千円（基金負担分 203,041 千円） 

初期あるいは、ニ次救急医療機関で対応可能な軽症・中等症患者が、救命救急

センターでの対応となることを防ぎ、救命救急センターが重篤患者の治療に集中

できるよう、救急患者の迅速なトリアージと適正な治療を行う初期、ニ次救急 

医療機関を整備し、三次救急医療機関との一層の連携強化を図る。 

 

（２） 精神疾患と身体疾患併発患者対応事業 

総事業費 10,620 千円（基金負担分 10,620 千円） 

 

〔目的〕 

県内の急速な高齢化は、県内の精神疾患患者にも直面している課題である。 

具体的には、精神科病床を有する医療機関に入院している方のおよそ４４％が 

６５歳以上（精神疾患で通院し、その医療費助成を受けている方の１１．４％が６

５歳以上）といった状況となっている。 

これらの方々は、身体疾患も併発している場合が多く、精神科における治療はも

とより、診療科目に精神科がない病院（以下「身体科病院」という。）での入通院

治療も必要となっている。 

しかし、県内で精神科病床のある総合病院は８か所と少なく、身体疾患で入院治

療が必要となった場合、治療が可能な医療機関が限られ、精神科のない医療機関で

は、看護職員等が精神疾患患者への知識・経験不足から、受入れがスムーズに行わ

れないといった状況がある。 

このため、身体科病院における受入れ体制として研修等を支援することで、精神

疾患と身体疾患を併発する患者の受入れを促進する。 

 

【県内精神疾患患者の年齢】 

 全体 ６５歳以上 割合 

入院患者数 H22.6.30 時点 11,523 人 5,084 人 44.1% 

自立支援医療（精神通院医療） 

H23.3.31 時点 
71,648 人 8,162 人 11.4% 
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〔各種事業〕 

① 精神・身体疾患併発患者診療機能支援事業 

○平成２４年度事業開始 

身体科病院における精神・身体疾患併発患者の受入れを促進するため、身体科

病院の看護職員に対する研修等を実施し、体制の構築を図る。 
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４ 高齢化に伴い増加する疾病や医療需要への対策強化 

（１） 認知症対策 

総事業額 69,045 千円（基金負担分 69,045 千円） 

○平成２３年度事業開始 

※ 基金負担額の一部は、今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合

は、県負担により事業を実施する。 

 〔目的〕 

高齢化に伴い、認知症患者の数も増加が見込まれている。 

認知症は、一部の疾患を除き根本的な治療方法は確立していないが、早期に発見

し、医療・介護スタッフが連携し、疾患の初期から終末期までの各ステージに応じ

た適切な対応をすることで、周辺症状を悪化させず穏やかな生活を継続することが

できると考えられている。 

認知症は、一般に、高齢期に発症することから身体合併症と運動機能障害を併発

しやすく、入院治療において認知機能の低下や周辺症状により治療が困難となった

り、認知症患者を受け入れ可能な医療資源や介護施設等の社会資源が少ない現状か

ら、転院先が確保できず入院が長期化する等の問題が指摘されている。 

そこで、今回のプログラムでは、県内の４箇所の地域をモデル地区として指定し、

各職種研修プログラムの構築と人材の養成、及び地域における医療・介護の連携に

よる多機関・多職種による支援体制を構築することで認知症の症状と長期ケアの安

定化を目指す。 

〔各種事業〕 

① 認知症連携パス検討・作成事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 2,356 千円（基金負担分 2,356 千円） 

医療・介護専門職等による認知症連携パス検討・作成作業部会を設置し、認

知症の周辺症状に着目した、医療機関・介護事業所・家族等の情報共有ツール

（認知症連携パス）を作成する。 

② 連続的かつ包括的な支援を目指した専門職研修体系の構築事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 34,392 千円（基金負担分 34,392 千円） 

認知症連携パス検討・作成作業部会を拡大し、認知症専門職研修作業部会を設

置。多職種チームケアの実現にむけ、医師、看護師、療法士、介護職、ＭＳＷ等、

各職種の研修プログラムの体系化を図るとともに、多職種協働プログラムを開発

しこれに基づき研修を実施する。 
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また、入院前から退院後の生活を念頭においた相談支援など、多職種と連携を

図りながら、各専門職に対する専門的な助言や支援を行う認知症コーディネータ

ーの養成プログラムを開発し人材の養成を図るとともに、配置促進のため、活動

事例の普及等を行う。 

 

③ 医療・介護連携による認知症地域支援体制の構築事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 27,724 千円（基金負担分 27,724 千円） 

県内地域をモデル地区として指定のうえ、地区医師会または認知症高齢者の診

療経験の豊富な医療機関に委託し、下記事業を実施する。 

ア 地域の人的、施設的な資源の調査 

イ 認知症連携パスを活用したＯＪＴによる認知症医療・介護ケア関係者の研修 

ウ 認知症連携パスの一定期間（６か月から１年程度）運用実践と事例検討、評

価とフィードバック 

エ 認知症コーディネーターによる入院時からの退院後を見据えた支援 

 

④ 介護サービス事業所を活用した周辺症状のアセスメントと在宅支援事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 4,573 千円（基金負担分 4,573 千円） 

認知症患者の退院時の受け皿として、小規模多機能居宅介護サービスやショー

トステイ等を利用し、医師の助言と指導のもと、認知症による周辺症状と生活環

境のアセスメントを行い、これに基づき生活環境の調整等を行うとともに、家庭

訪問等を実施し、在宅復帰後の家族支援を含めた生活支援を行う。 

 

（２） リハビリテーション対策 

総事業費 5,951,112 千円（基金負担分 224,500 千円、事業者負担分 5,726,612 千

円） 

〔目的〕 

回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対

して、ADL（日常生活動作）能力の向上により寝たきりの防止と家庭復帰を目的と

したリハを集中的に行うための病棟である。 

急性期病院にとっては、救急治療の終了した患者を回復期リハ病院が受け入れる

ことにより在院日数を短縮することができるとともに、患者の ADL の向上により介

護に係る費用の軽減を図ることが期待される。 

本県は回復期リハビリテーション病床数が全国４６番目(回復期リハビリテーシ
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ョン病棟連絡協議会の目標値５０床(人口１０万人対比))と低水準にあり、このこ

とが急性期治療終了後の患者の受け入れ先の困難及び円滑な救急医療体制への対

応にも困難をきたしている。患者の身体機能の回復及び速やかな社会復帰にも支障

を生じかねない状況である。さらに、県内保健医療圏による病床数の偏りも顕著で

ある。 

こうした状況に鑑み、回復期リハビリテーション病棟の充実及び地域の偏りの是

正を目的とし、必要な措置を講じる。 

 

〔各種事業〕 

① 回復期リハビリテーション病棟整備事業 

○平成２４年度事業開始 

千葉県内の病院の開設者(民間･公立を問わない。ただし、精神科病床のみの病

院を除く。)に対し、病院が実施する回復期リハビリテーション病棟の整備事業

について、経費の一部を補助することにより、回復期リハ病床の確保及び地域の

偏りの是正を目的とする。 

 

 

（３） がん対策 

総事業費 2,536,979 千円 

（基金負担分 741,200 千円、県負担分 1,500 千円、事業者負担分 1,792,779 千円、

国庫補助負担分 1,500 千円） 

 

〔目的〕 

がんは、昭和５７年から本県における死亡原因の第１位となり、がん死亡者数は

年々増加している。 

がんは、加齢により罹患率が高くなり、千葉県の高齢化は、今後、ますます進む

ことから、患者数の増加が予測され、誰にとってもがんは身近な健康問題になる。 

 

〔各種事業〕 

① 緩和ケア病棟整備補助事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 241,643 千円（基金負担分 40,000 千円、事業者負担分 201,643 千円） 

緩和ケア病棟整備を促進するため、緩和ケア病棟を整備する病院に対して補助

する。 
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② がん臨床研究の機能強化事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 89,953 千円（基金負担分 89,953 千円） 

県がんセンターにがんの早期診断や創薬に関する先進的な研究設備を整備す

る。 

 

③ 拠点病院の先端的放射線医療機能強化事業 

○平成２４年度事業開始 

事業総額 2,202,383 千円 

（基金負担分 611,247 千円、事業者負担分 1,591,136 千円） 

がん診療連携拠点病院等への高性能かつ先進的な放射線治療機器の整備を支

援するとともに、放射線治療機器を整備する病院が地域の医師等を対象とした副

作用を含めた放射線療法の推進に関する研修を実施する。 

 

④ 在宅緩和ケアネットワークシステム推進事業 

○平成２３年度事業開始 

事業総額 3,000 千円（県負担分 1,500 千円、国庫補助負担分 1,500 千円） 

がんの在宅療養患者・家族が安心して住み慣れた地域で過ごせるよう、２４時

間３６５日対応できる医療体制および多職種による地域ネットワークを構築す

る。 
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（４） 結核対策 

総事業費 700,000 千円（基金負担分 700,000 千円） 

 

〔目的〕 

中長期的に安定して結核病床を維持するために、老朽化した結核患者入院治療施

設の整備を行う。 

 

〔事業内容〕 

① 結核患者入院治療施設整備事業 

○平成２４年度事業開始 

結核病床については診療報酬が低いことによる不採算から結核病床削減の動き

が相次いでおり、これ以上の結核病床の減少は県内の結核患者に対して適正な医療

を提供できなくなる可能性が極めて高くなる。 

県内の入院患者の約半数の入院治療を担い、また、特に治療困難である多剤耐性

結核患者の治療を担う県内唯一の結核病床を有する病院である財団法人化学療法

研究会化学療法研究所附属病院の結核病床は、昭和４７年築で老朽化しており、耐

震性の不足など患者や医療従事者に対する安全性に問題が生じている。 

結核対策を推進するには、当該病院の施設を充実し存続させ、県下の結核入院患

者医療を永続的に確保することが必要であり、陰圧個室病室等を備えた施設整備を

実施する。 
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５  高齢社会に向けた健康教育 

 

（１） 老年医学研究 

総事業費 70,000 千円（基金負担分 70,000 千円） 

〔目的〕 

高齢者絶対数が急増する千葉県では医療需要が急増するだけではなく、ADL の低

下によって援助が必要な人も急増し、医療を中心に社会基盤を含めた総合的な対策

を講じる必要がある。そこで医療者を中心に社会学・政治学・経済学・交通学など

の専門家などの協力を得て千葉大学医学部附属病院に「千葉県老年医学寄附研究部

門」（仮称）を整備して対策の立案等を行う。 

〔事業内容〕 

① 千葉県老年医学寄附研究部門（仮称）整備事業 

○平成２３年度事業開始 

千葉大学医学部附属病院において、本基金を活用した本県の今後の老年医学に

関する様々な分野の基礎研究等を行う。 

 

（２） 終末期医療のあり方に関する調査研究 

総事業費 70,133 千円（基金負担分 70,133 千円） 

〔目的〕 

  超高齢者社会を迎え、本県の終末期医療の現場に於いて、がん患者の４８％は

在宅で終末期を迎えたいと希望している。また、類似の全国調査では「自宅で最

後を過したいと思う」方が全体の８０．１％となっている。しかしながら、全国

死亡者の１２％の方が、本県では１４％の方が自宅で最後を迎えているにすぎな

い。このため、千葉県保健医療計画に掲載されているように患者や家族に対して

看取りに関する希望を聞くとともに、延命治療、臓器移植等に関する意思確認を

行う方法や終末期医療に関する啓発事業について可能な事業から実施し、併せて

評価とフォローアップを行うとともに、千葉県地域医療再生本部会議へのフィー

ドバックを行う。 

〔事業内容〕 

① 終末期医療のあり方に関する調査研究事業 

○平成２３年度事業開始 

千葉県内の終末期医療における胃ろうや人工呼吸器の装着等に関する患者・家

族・一般県民等の意識を調査のうえ、予め県民に啓発しておく必要がある医療行

為等を整理し、患者等の終末期医療に対する事前意識調査の実施タイミング等を

検討する。 



31 
 

千葉大学の老年医学寄附研究と協働し、地域住民集会等を活用し、終末期医療

の考え方の講演会を行う講師等を育成し、実地に県内数カ所で実施する。 

さらに、本県特有の医療政策課題に対する調査研究を行う。 

以上の事業並びに再生基金全体事業の実施状況を評価・フォローアップを行う。 

 

（３） 学童期からの生活習慣病予防 

総事業費 2,249 千円（県負担分 1,125 千円、国庫補助負担分 1,124 千円） 

〔目的〕 

企業等と連携したイベントを通じた親子への働きかけや、保護者への知識の普及

を促進することによって、学童期からの正しい生活習慣の定着を図る。 

 

〔事業内容〕 

① 学童期からの生活習慣病予防事業 

○平成２３年度事業開始 

企業、ＮＰＯ法人等との連携により、多数の親子が集まる場(イベント)を利用

した生活習慣病予防の普及啓発を行う。 

平成２０～２２年度にモデル市で実施した事業成果について、講演会や資料配

付等を通じて県内市町村関係者への周知、普及を図る。 

 

（４） がん検診受診率の向上 

総事業費 13,851 千円（県負担分 3,919 千円、国庫補助負担分 9,932 千円） 

〔目的〕 

死亡原因第１位のがんは、予防と早期発見が重要である一方、がん検診の受診率

は低迷しているのが現状である。このため、市町村、検診実施機関との連携により、

効果的ながん検診実施の仕組みの構築、県民へのがんに対する正しい知識の普及が

必要である。 

 

〔事業内容〕 

① がんの予防・早期発見を推進する事業 

○平成２３年度事業開始 

市町村、保健予防財団との連携により、同一日に複数検診の受診が可能で、受

診率の向上が期待できる総合がん検診の仕組みを構築し他市町村へのノウハウ

等の普及を図る。 

企業などと連携してがんに関する様々なイベント、啓発活動を通じ、県民に正

しい知識と受診促進を働きかける。 
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（５） 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）の運営整備 

  （※「２ 在宅医療の充実」事業の再掲） 

〔目的〕 

生活習慣病の予防・進行防止について、県民を対象とした啓発活動を実施すると

ともに、千葉県糖尿病療養指導士による健康指導・教育を通じて重症化を予防する。 

〔各種事業〕 

① 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）運営事業 

○平成２４年度事業開始 

千葉県医師会館内に整備する千葉県地域医療総合支援センター（仮称）におい

て、下記の生活習慣病対策事業を運営する。 

・県民を対象とした生活習慣病に関する啓発活動の実施 

・千葉県独自の糖尿病療養指導士制度の創設 

・千葉県糖尿病療養指導士育成のためのテキスト作成 

・千葉県糖尿病療養指導士の認定業務 
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Ⅵ 施設整備対象医療機関の病床削減数 

 

二 次 医 療

圏名 

過剰･非過剰 

の別 

医療機関名 整備前 

病床数 

整備後 

病床数 

病床削減 

割合 

東葛南部 非過剰 
財団法人化学療法研究会 

化学療法研究所附属病院 
２６９ ２２６ １６．０％ 
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Ⅶ 計画終了後に実施する事業 

 

１ 医療人材（医師、看護職）の確保・育成 

（２） 医師修学資金貸付事業 

① 医師修学資金貸付事業 

・単年度事業予定額 98,618 千円 

 

（３） 県内新設看護職養成施設等への支援 

① 看護師学校の新設・定員増に伴う施設・設備整備事業 

・単年度事業予定額 221,580 千円 

 

③ 看護教員養成支援事業 

・単年度事業予定額 16,096 千円 

 

④ 認定看護師養成支援事業 

・単年度事業予定額 8,000 千円 

 

⑤ 看護師・助産師の定着促進事業 

・単年度事業予定額 120,000 千円 

 

２ 在宅医療の充実 

（１） 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）の運営整備 

① 千葉県地域医療総合支援センター（仮称）運営事業 

・単年度事業予定額 6,000 千円 

 

（３） 在宅医療薬剤師の養成 

① 在宅医療薬剤師養成事業 

・単年度事業予定額 0千円 

 

② 薬局在宅医療体制整備事業 

・単年度事業予定額 1,000 千円 

 

（４） 訪問看護実践センターの整備 

① 訪問看護実践センター整備事業 

・単年度事業予定額 29,000 千円 
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３ 救急医療の整備促進 

（１） 救命救急センターの整備 

③ ドクターカー事業 

・単年度事業予定額 90,000 千円 

 

４ 高齢化に伴い増加する疾病や医療需要への対策強化 

（１） 認知症対策 

① 認知症連携パス検討・作成事業 

・単年度事業予定額 400 千円 

 

② 連続的かつ包括的な支援を目指した専門職研修体系の構築事業 

・単年度事業予定額 400 千円 

 

③ 医療・介護連携による認知症地域支援体制の構築事業 

・単年度事業予定額 2,000 千円 

 

④ 介護サービス事業所を活用した周辺情報のアセスメントと在宅支援 

・単年度事業予定額 600 千円 

 

 

５  高齢社会に向けた健康教育 

（１） 老年医学研究 

① 千葉県老年医学寄附講座（仮称）整備事業 

・単年度事業予定額 35,000 千円 
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Ⅷ 地域医療再生計画作成経緯 

 

年月 相手方 面会 文書 
Mail 

HP 
経過 

平成 22 年 

12 月 8 日 
千葉県看護協会 ○     

再生計画骨子案について意見聴

取 

12 月 14 日 千葉大学医学部 ○     〃 

平成 23 年 

1 月 13 日 
旭中央病院     ○ 〃 

1 月 24 日 千葉県医師会 ○     
再生基金の概要説明及び再生計

画骨子案作成について意見聴取 

〃 千葉県薬剤師会 ○     〃 

1 月 25 日 

千葉県認知症対策協議会 

医療連携のあり方、医療と介護の連携

のあり方合同作業部部会長 

○     〃 

2 月 1 日 県内高度救命救急医療機関 ○     

高度救命救急医療に係る意見交

換会にて、再生基金の概要説明及

び再生計画骨子案作成について

意見聴取 

〃 海上寮療養所     ○ 
再生計画骨子案について意見聴

取 

2 月 3 日 化学療法研究所付属病院 ○     〃 

2 月 4 日 千葉県医師会 ○     〃 

2 月 7 日 

千葉県医師会 

千葉県歯科医師会 

千葉県薬剤師会 

千葉県看護協会 

全国自治体病院協議会千葉県支部 

千葉県民間病院協会 

日本病院会千葉県支部 

千葉県国民健康保険団体連合会 

健康保険組合連合会千葉連合会 

千葉大学医学部付属病院 

千葉県市長会・町村会 

  ○   〃 

〃 千葉大学医学部 ○     〃 

2 月 8 日 千葉大学医学部 ○     〃 

2 月 9 日 千葉大学医学部 ○     〃 

2 月 10 日 県内高度救命救急医療機関   ○   〃 



37 
 

年月 相手方 面会 文書 
Mail 

HP 
経過 

2 月 14 日 
独立行政法人国立病院機構千葉東病

院 
○     〃 

2 月 15 日 日本精神科病院協会千葉県支部 ○     〃 

2 月 17 日 化学療法研究所付属病院 ○     〃 

2 月 24 日 千葉県医師会 ○     〃 

2 月 25 日 厚生労働省 ○     再生計画作成について相談 

2 月 28 日 千葉大学医学部 ○     
再生計画骨子案について意見聴

取 

3 月 2 日 

千葉県看護協会 

千葉県訪問看護ステーション連絡協議

会 

千葉大学看護学部 

保健医療大学 

千葉大学病院看護部 

○     〃 

〃 千葉大学医学部 ○     〃 

3 月 4 日 県内高度救命救急医療機関 ○     

高度救命救急医療に係る意見交

換会にて、再生基金の概要説明及

び再生計画骨子案作成について

意見聴取 

3 月 9 日 千葉県医師会 ○     
再生計画骨子案について意見聴

取 

〃 千葉県看護協会 ○     〃 

〃 千葉県認知症対策協議会会長 ○     〃 

〃 化学療法研究所附属病院 ○     〃 

3 月 30 日 第１回千葉県地域医療再生本部 ○     
千葉県地域医療再生計画骨子案

を提示し、意見交換 

4 月 12 日 

  ～ 

4 月 22 日 

一般県民       

千葉県ホームページにて、千葉県

地域医療再生計画骨子案につい

て意見募集 

4 月 14 日 厚生労働省 ○     
再生計画骨子案について意見聴

取 

4 月 15 日 県内高度救命救急医療機関   ○  〃 

4 月 18 日 東京大学高齢社会総合研究機構 ○     再生基金の概要説明 

4 月 21 日 千葉県薬剤師会 ○     
再生計画骨子案について意見聴

取 
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4 月 25 日 東京大学高齢社会総合研究機構 ○     〃 

4 月 26 日 第２回千葉県地域医療再生本部 ○     
千葉県地域医療再生計画骨子案

の決定 

4 月 27 日 千葉県看護協会 ○     〃 

5 月 11 日 千葉県看護協会 ○     〃 

5 月 18 日 厚生労働省 ○     再生計画作成について相談 

5 月 19 日 千葉県歯科医師会 ○     
再生計画骨子案について意見聴

取 

5 月 25 日 千葉大学医学部 ○     〃 

5 月 26 日 千葉県看護協会 ○     〃 

〃 

千葉県認知症対策協議会 

医療連携のあり方、医療と介護の連携

のあり方合同作業部部会長 

○     
再生基金の概要説明及び再生計

画骨子案作成について意見聴取 

6 月 1 日 第３回千葉県地域医療再生本部 ○     
千葉県地域医療再生計画（案）を

提示し、意見交換 

6 月 3 日 

千葉県認知症対策協議会 

医療連携のあり方、医療と介護の連携

のあり方合同作業部部会長 

○     
再生基金の概要説明及び再生計

画骨子案作成について意見聴取 

6 月 6 日 千葉県医療審議会 ○     
千葉県地域医療再生計画（案）の

決定 

10 月 28 日 第４回千葉県地域医療再生本部 ○   

交付額の内示を受け、交付額に合

わせた千葉県地域医療再生計画

（案）を提示し、意見交換 

10 月 28 日 千葉県医療審議会 ○     
交付額に合わせた、千葉県地域医

療再生計画の承認 

 

 

 

 

 

 


